
 

第一号様式（第二条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

 

（第一面） 

 

認  定  申  請  書 

（新 築 ／ 増 築・改 築） 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

   姫路市長   殿 

 

 

申請者の住所又は 

主たる事務所の所在地 姫路市○○ 

申請者の氏名又は名称 ○○工務店 

代 表 者 の 氏 名  ○○ ○○ 

 

第１項 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条  第２項 の規定に基づき、長期優良住宅建築等 

                       第３項 

計画について認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

（本欄には記入しないでください。） 

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄 

   年  月  日    年  月  日  

 

 

第        号 第        号 

係員氏名 係員氏名 

 

（注意） 

１．この様式において、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しな

いものに限り、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

います。 

２．法第５条第２項の規定に基づく申請にあっては、一戸建て住宅等分譲事業者及び譲受人の両

者の氏名又は名称を記載してください。 

３．申請者（法第５条第２項に基づく申請にあっては、一戸建て住宅等分譲事業者又は譲受人）

が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

４．共同住宅等に係る申請にあっては、第三面を申請に係る住戸（認定を求める住戸）ごとに作

成してください。 

  



（第二面） 

 

長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 

 

１．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項 

 〔建築物に関する事項〕 

【１．地名地番】 姫路市○○ 

【２．敷地面積】 ○○○.○○   ㎡ 

【３．工事種別】 ☑新築  □増築・改築 

【４．建築面積】  ○○○.○○  ㎡ 

【５．床面積の合計】○○○.○○  ㎡ 

【６．建て方】 ☑一戸建ての住宅  □共同住宅等 

  【一戸建ての住宅の場合：各階の床面積】１階○○.○○㎡ ２階○○.○○㎡ 

  【共同住宅等の場合：住戸の数】 建築物全体          戸 

                  認定申請対象住戸       戸 

【７．建築物の高さ等】 

  【最高の高さ】  ○○○.○○ ｍ   

  【最高の軒の高さ】○○○.○○ ｍ 

  【階数】 （地上） ２ 階 (地下)     階 

【８．構造】    木造（在来軸組工法） 

【９．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】確認書又は設計住宅性能評価書による 

【10．確認の特例】 

  法第６条第２項の規定による申出の有無  ☑無  □有 

【11. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】 

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第６条の２第３項

又は第４項の規定により、その住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載

された確認書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成 12 年建設省令第

20 号）第７条の４第１項第１号に規定する別記第 11 号の４様式）若しくは住宅性能評

価書又はこれらの写しの添付の有無  □無  ☑有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認書など、申請図書内での表記は統一し

てください。（漢数字と英数字や番地の順

序などの表記のぶれは問題ありません） 

なお、認定通知書は姫路市から始まる住所

で発行されます。 

 

各階の床面積については、 

長期優良住宅の規模基準に則った面積を記載し、 

複数階ある場合にはそれぞれ階段面積を除いた面積

を記載します。 



（第四面：法第５条第３項の規定に基づく申請の場合） 

 

２．建築後の住宅の維持保全の方法の概要 

維持保全の方法：別紙維持保全計画書による 

定期点検等実施予定者：○○工務店（兵庫県姫路市） 

維持保全の期間   ：３０年間 

 

 

３．住宅の建築に係る資金計画 

○○○○万円 

 

 

 

４．住宅の建築の実施時期 

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕 令和○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕 令和○○ 年  ○○ 月  ○○ 日 

 

５．譲受人の決定の予定時期  令和○○ 年  ○○ 月 

 

（注意） 

１．３欄には、建築に要する費用の概算額を記載してください。また、共同住宅等に係る申請で

ある場合でも、一棟に係る費用を記載してください。 

２．この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全て

が明示された別の書面をもって代えることができます。 

 

点検実施予定者については、所在地を明

記して下さい。（市町村まで） 

認定後に譲受人の決定が遅れる場合は、 

６か月以内であれば軽微な変更、 

６か月を超える場合は８条の変更 

が必要になります。 


